
〈1月〉職業奉仕月間 

2019～2020年度 R Iテーマ 

【第1492回例会次第（2020年1月第1回）】 

１. 開会点鐘                   

２．「君が代」「奉仕の理想」斉唱 

３．会長挨拶 

４．新入会員紹介 

  野上一成氏 (株)目久美 代表取締役 

  〔職業分類〕乳製品小売〔推薦者〕福井龍介会員 

5．ＳＡＡ報告 

６．幹事報告         

 Ａ．例会変更のお知らせ          ビジター受付 

    米子東ＲＣ……1/15（水）休会  なし 

    米子中央ＲＣ…1/16（木）休会  なし 

    米子RC………1/17（金）1/13に変更 あり 

    境港RC………1/21（火）休会  なし 

    米子ＲＣ………1/31(金)休会  なし 

 Ｂ．新入会員委員会配属 

    親睦・出席、社会奉仕委員会 

７．委員会報告 

 Ａ．親睦・出席委員会 

    出席報告・ファミリーの日・スマイル発表 

 Ｂ．その他 

８．閉会点鐘 

No．1450 

【第1491回例会記録(2019年12月第3回）】 

日時：2019年12月16日（月) 12：30～ 

会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 

出席率  68名[内免除9名] 中 43名 72.88％ 

米山ＢＯＸ １，１７１円(累計 ４９，１７１円） 

RI会長 :ﾏｰｸ･ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾏﾛｰﾆｰ(米国) 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ: 古瀨俱之（出雲中央RC） 

 会長：坂本高司 幹事：田中康裕 雑誌･会報：杉村忠輔  

ロータリーは世界をつなぐ 

日時：2020年1月10日(金）18:30～ 

会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 

日 時 第 回例会 内 容 場 所 

1月20日(月)12:30～13:30 第1493回 

(1月第2例会） 

【卓話】(仮)令和新時代をひらく地域の課題 

      新日本海新聞西部本社 主幹 寺谷寛 氏 

ＡＮＡＣＰ 

ホテル米子 

1月31日(金)12:30～ 第1494回 

(1月第3例会） 

職場訪問例会       鳥取地方裁判所米子支部 ＡＮＡＣＰ 

ホテル米子 

2月 3日(月)12:30～13:30 第1495回 

(2月第1例会） 

【卓話】 

                    松村順史 

ＡＮＡＣＰ 

ホテル米子 

2月10日(月)18:30～20:30 第1496回 

(2月第2例会） 

5RC合同例会 ＡＮＡＣＰ 

ホテル米子 

 今後の米子南RC例会 

18:50  懇親会 

    謡曲    三保会員 

    乾杯 

      歓談 

19:45  アトラクション チャリティーお年玉くじ 

            大森亜希子とLa Deux 

20:25  中締め 

    ｢手に手つないで｣ 

20:30  閉会 

【卓話】｢高齢者の事故傾向と先進安全自動車(ASV)の

紹介」 

日本自動車連盟鳥取支部 

        支所長 大目弘之 氏 

 JAFは昭和38年設立、会員数 全国

1957万人、鳥取県8万9千人を擁し,ロー

ドサービス、交通安全活動、モータースポーツライセ

ンス、会員へのサービス提供を目的に活動する社団法

人です。今日は「高齢者の事故傾向と先進安全自動車

（ASV）の紹介」についてお話をします。75歳から事故

の可能性は増加し、5歳上がるごとに跳ね上がる。最近

は免許返納の圧力が強くなっているが、努力と工夫で

安全運転を続けることも選択枝のひとつだと思う。 

※先進安全自動車（ASV）の機能紹介①緊急補助ブレー

キ②誤発進抑制装置③車間制御装置④オートハイビー

ムなど性能はメーカーごと、車種ごとに異なるため取

説を確認する必要あり。高齢者が事故を防止するため

に重要なことは以下の４つです。 

(1)安全確認…①停止線で確実に停止する②首を振って

左右を確認する(2)判断力、注意力の低下を自覚する…

ひとつひとつの操作を確実に行う(3)車の位置を確認す

る…面倒でもいったん降りて確認する(4)先進安全自動

車（ASV）を選択する…クルマを代替え、購入するとき

はASVにする。(佐藤城 記） 

スマイル 

 坂本高司会長…本日が今年最後の例会です。7月より

お世話になりました。来年もよろしくお願いします。 

 吹野正和…本日の卓話でＪＡＦ大目支所長がお世話

になります。 

 波多野和雄…5RC野球リーグ戦で4戦全勝で優勝しま

した。 



お 知 ら せ  

･1/13(月)     例会休会               ・                  

･1/27(月)19:00～ 午輪句会  真誠会セントラルレジデンス  

･2/ 1(土)13:00～ 第2グループ親睦麻雀大会 マージャンⅤ 

･2/ 3(月)13:30～ 定例理事会 ANAクラウンプラザホテル米子 

【ご参考】 

 

寄付金の税制上優遇措置（公益財団法人ロータリー日本財団ＨＰより抜粋） 

 

ロータリー日本財団・ロータリー米山記念奨学会への寄付は、公益目的事業を支援するために支出された

「特定公益増進法人」への寄付金として取り扱われ、税制上の優遇措置の対象となります。 

 

優遇処置を受けるには、ロータリー日本財団・ロータリー米山記念奨学会が発行する、申告用の領収証と税

額控除に係る証明書（写）を所轄税務署へ提出し、確定申告を行ってください。 

 

また、遺言によるご寄付をお受けする体制も整えており、相続税も非課税となります。 

 

ロータリー財団担当理事 長谷川義明 


